
平成２３年９月２１日 

 

夏季使用電力制限時の電力実績 

 

平成２３年７月１日から９月９日までの平日９時から２０時の間、電気事業法に基づき、

使用最大電力を１５％制限する措置が実施されました。 

この措置に際し、企業団の施設は、身体の安全確保に不可欠な需要設備として使用最大

電力を５％制限する緩和措置を受けました。 

そこで、昨年度同時期、同時間帯の使用電力量を基準として節電に努めた結果、制限期

間中上限を超過することなく、施設運用を図ることが出来ました。 

企業団は、今後も引き続き節電に努めて参ります。 

 

期間中の施設別電力制限実績は下表のとおりです。 

 

施 設 名 
基準電力 

(kw) 

平均電力 

(kw) 

期間平均実施率

(%) 

飯泉取水管理事務所 

及び相模原浄水場（※１） 
12,132 7,721 36.3 

伊勢原浄水場 1,926 1,326 31.1 

相模原ポンプ場 7,680 5,928 22.8 

西長沢浄水場 1,000 514 48.6 

社家取水管理事務所 4,200 3,042 27.5 

綾瀬浄水場 2,520 1,834 27.2 

小雀ポンプ場 1,140 951 16.5 

港南台ポンプ場 571 73 87.2 

 

※１ 飯泉取水管理事務所及び相模原浄水場は共同使用制限を実施。 


